
議案第１２号  

 

市川市税条例の一部改正について  

 

市川市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

平成２７年９月４日提出  

市川市長  大 久  保  博     

 

 

 

市川市条例第  号  

市川市税条例の一部を改正する条例  

市川市税条例（昭和２９年条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

別表に次のように加える。  

特定非営利活動法人パピポ  市川市南八幡３丁目６番１８号  

特定非営利活動法人いちかわ市

民文化ネットワーク  

市川市国分７丁目１２番５号  

 

附 則  

 （施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成２７年１

月１日から適用する。 

 （経過措置）  

２ 改正後の別表の規定は、所得割の納税義務者が平成２７年１月１日以後に

支出する改正後の第３４条の７第１項第４号に掲げる寄附金について適用

し、所得割の納税義務者が同日前に支出した改正前の同号に掲げる寄附金に

ついては、なお従前の例による。  

 



理  由  

 

個人の市民税における寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人を

追加する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。  

 

 


